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「地層処分技術に関する研究開発」に係る中間評価結果 

 

地層処分研究開発・評価委員会 

 

 

はじめに 

 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構（以下、機構）が進めている高レベル放射

性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発（研究開発課題名：地層処分技術に関する

研究開発）について、地層処分研究開発・評価委員会では、現行の「独立行政法人日

本原子力研究開発機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）」の対象期間（平

成17年10月～平成22年3月）の最終年度に当たる平成21年度に中間評価を行った。 

具体的には、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 20 年 10 月 31 日内閣

総理大臣決定）、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成 21 年 2

月 17 日文部科学大臣決定）などに基づき、研究開発の必要性・有効性の観点から、

研究開発の意義、計画の妥当性や成果の達成度と次期（平成 22 年 4 月～平成 27 年 3

月）の計画の見通しを評価した。また、研究開発の効率性の観点から、研究開発の実

施体制や費用対効果などの妥当性についても評価した。 

わが国の地層処分事業は今まさに正念場にある。昨年 11 月の国による事業仕分け

における議論や評価コメントから明らかになったように、地層処分事業および地層処

分に関する研究開発の必要性に対する理解が期待通りに進んでいるとは言えない状

況にある。わが国における地層処分の実現のためには、まず国民との相互理解を深め

ていくことに、より一層の努力を払っていかなければならない。加えて、機構は、国、

ＮＵＭＯ、電気事業者による処分候補地の選定に向けた取り組みを支援するとともに、

来るべき概要調査や精密調査の段階を支えるべき技術基盤や支援体制を万全に整備

しておく必要がある。 

以上のような観点から、機構における高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関す

る研究開発には、次期の中期計画においてさらなる展開が望まれる。本委員会による

中間評価の結果が、今後の研究開発に積極的に役立てられることを強く期待する。 
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中間評価結果 

 

1．研究開発の目的・意義（研究開発の必要性） 

① 国費を用いた研究開発としての意義 

原子力発電に伴い必然的に発生する放射性廃棄物の安全かつ確実な処分は、地球温

暖化対策とエネルギーの安定供給に貢献する原子力エネルギーの利用を推進し、わが

国における原子力利用による社会の持続的な発展を支えるための必須の要件であり、

原子力エネルギーの便益を享受した現世代の将来世代に対する責任でもある。とくに

高レベル放射性廃棄物の地層処分については、技術的には数万年以上の超長期にわた

る安全性の確保に力点が置かれ、事業期間が数十年～百年という長期にわたるととも

に、国の監督や規制についても長期的な関与が必要であるという特徴を有する。した

がって、処分事業と安全規制を支える技術基盤の継続的な強化を図りつつ、客観性を

持って技術的信頼性や安全性をより一層高め、国民の理解を幅広く得ていくことが必

要である。このためには、事業者の主体的な役割に加え、国の責任の下で先導的かつ

長期的な視点に立った研究開発の推進が不可欠である。 

高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発の必要性や意義などは、国が定めた「原

子力政策大綱」（平成 17 年 10 月）や一昨年改定された「特定放射性廃棄物の最終処

分に関する基本方針」（平成 20 年 4 月改定、以下、基本方針）などにおいて明確に示

されている。このうち原子力政策大綱では、放射性廃棄物の効果的で効率的な処分技

術はわが国にとって必須であり、研究開発機関などは、その技術の研究開発を先進的

に進めるべきであるとしている。具体的には、「国、研究開発機関及びＮＵＭＯは、

それぞれの役割分担を踏まえつつ、密接な連携の下で、高レベル放射性廃棄物の地層

処分に係る研究開発を着実に進めていくことを期待する。ＮＵＭＯには、高レベル放

射性廃棄物の最終処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技

術開発を計画的に実施していくことを期待する。また、日本原子力研究開発機構を中

心とした研究開発機関は、深地層の研究施設等を活用して、深地層の科学的研究、地

層処分技術の信頼性向上や安全評価手法の高度化等に向けた基盤的な研究開発、安全

規制のための研究開発を引き続き着実に進めるべきである」と明記されている。 

さらに、地層処分研究開発の今後の取り組みの方向性を示した総合資源エネルギー

調査会・原子力部会・放射性廃棄物小委員会・放射性廃棄物処分技術ワーキンググル

ープの報告書（平成 21 年 5 月、以下、処分技術 WG 報告書）においても、「地層処分

事業を着実に推進するためには、国として先導性と継続性をもって地層処分事業を支

える基盤的な研究開発を推進し、技術基盤を整備し、国民全般の理解と協力を得るこ

とが重要である」ことが改めて強調されている。その上で、「現状の地層処分技術を

用いれば、わが国において地層処分の安全性を確保し得ることは確認されているもの

の、信頼性、安全性、経済性、効率性等のより一層の向上を目指した研究開発を、長

期的かつ戦略的な視点を持って継続して行うことが重要である」ことが示されている。 
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機構が機構法に従って進めている高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する

研究開発（以下、本研究開発）は、前述のような国の方針に則り、わが国における高

レベル放射性廃棄物の地層処分の実現に向けて進められているものであり、国の基盤

的な研究開発における中核としての位置づけは明白である。また、国および関係する

研究開発機関の密接な連携・協力の下で基盤的な研究開発を推進する観点から、平成

17 年 7 月に資源エネルギー庁の主導の下に設置された地層処分基盤研究開発調整会

議において、国の基盤的な研究開発の体系的かつ中長期的な展開が「高レベル放射性

廃棄物の地層処分基盤研究開発に関する全体計画」（以下、全体計画）として示され

ており、その中で本研究開発は、とくに科学的あるいは体系的な視点に重点を置いた

中心的な研究開発として明確に位置づけられている。 

本研究開発の成果は、地層処分技術の信頼性のより一層の向上に寄与するとともに、

処分事業と安全規制を着実に進めるための技術基盤を強化し、重要な意思決定プロセ

スを支える技術的拠り所となるものであり、この意味で本研究開発の科学的・技術的

な意義は大きく、かつ明確である。また、長期にわたる処分事業を推進するための人

材を育成するという観点からも、本研究開発の技術的な意義は大きく、本研究開発に

おいて整備する技術の多くが、地層処分に限らず他の様々な分野にも広く活用できる

ことから、波及効果を含む社会的意義も大きいと考えられる。 

とくに本研究開発の中核をなす深地層の研究施設計画については、処分施設の計画

とは明確に区分して進められることを前提とし、地層処分に関連する様々な技術を実

際の地質環境に適用し、その実用性や信頼性を確認することを通じて、地層処分技術

の信頼性をより一層向上させるという極めて大きな目的・意義を有している。これに

向けて、地上からの調査研究段階（第 1 段階）、坑道掘削時の調査研究段階（第 2 段

階）、地下施設での調査研究段階（第 3 段階）の 3 段階で調査研究を進めながら、地

質環境の体系的な調査・評価技術や工学技術、その精度や適用範囲、経験に基づく知

識などの成果を処分事業と安全規制の段階的な進展に対して適切なリードタイムを

持って創出することにより、処分事業と安全規制を着実に進めるための技術基盤や支

援体制の強化が図られる。また、それらの技術や段階的に得られる地質環境情報に基

づき、効率的に処分システムの設計や安全性の検討を進める手法などが整備されるこ

ととなる。 

さらに、深地層の研究施設計画は、前述の技術的な側面のみならず、国民との相互

理解促進の観点からも大きな目的・意義（社会的意義）を有している。原子力政策大

綱や基本方針に加え、昨今の原子力委員会・政策評価部会の報告書（平成 20 年 9 月、

以下、政策評価部会報告書）や処分技術 WG 報告書においても繰り返し強調されてい

るように、深地層の研究施設の積極的な公開は、国民が地下深部の環境を実際に体

験・学習し、分かりやすく中立的な情報に接することにより、とくに関心が高い地層

処分の安全性に対して十分な理解を得るためには必要不可欠である。言い換えれば、

深地層の研究施設計画の進展なしに、わが国の地層処分計画の進展は期待できない。

本研究開発を進めていくに当たってはこの点を常に強く意識することが大切である。 
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2．研究開発の目標・計画と成果（研究開発の有効性） 

① 計画の妥当性 

現中期計画期間は、中長期的な処分事業と安全規制の進展に応じた国の基盤研究開

発の展開（全体計画）に照らせば、フェーズ 1（平成 17 年度頃まで）における「地上

からの地質環境調査技術の体系的整備」および「幅広い地質環境を対象とした評価手

法の整備」が終了し、「地上からの調査に関わる技術基盤の確立（地上からの調査技

術の検証～地下施設での調査の考え方を含む）」および「実際の地質環境へ適用可能

な評価手法の整備と工学的実現性の提示」を目標としたフェーズ 2（平成 24 年度頃ま

で）に相当する。フェーズ 2の成果は、セーフティケースを視軸として構造化された

知識ベースに取り込まれて体系化され、「平成 20 年代中ごろを目途とする精密調査地

区選定時期を念頭に、実施主体による精密調査（前半の地上からの詳細調査）への反

映や安全審査指針・基準の検討に資する」ことが求められている。また、この成果の

妥当性は、「地下施設を活用した調査に関わる技術基盤の確立」および「実際の地質

環境を対象とした体系的・合理的な評価手法と工学的技術等の実証」を目標としたフ

ェーズ 3（平成 30 年前後頃まで）において確認されることとなる。深地層の研究施設

計画の第 1～3段階はそれぞれフェーズ 1～3に相当することから、深地層の研究施設

計画を中核とする本研究開発の目標・計画はこの全体計画に整合した内容でなければ

ならない。 

以上の観点を踏まえつつ、「1．研究開発の目的・意義」で述べた国の基本的な考え

方にも則り、本研究開発の目標は、「独立行政法人日本原子力研究開発機構が達成す

べき業務運営に関する目標（中期目標）」において、「地層処分技術の信頼性の向上を

図り、ＮＵＭＯによる処分事業と、国による安全規制の両面を支える技術を知識基盤

として整備する」ことと適切に設定されている。また、このための具体的な目標とし

て「瑞浪と幌延の深地層の研究計画について、中間的な深度までの坑道掘削時の調査

研究を進めること」、および「工学技術や安全評価に関する研究開発を他の研究開発

機関と連携して実施し、これらの成果を地層処分の安全性に係る一連の論拠を支える

知識ベースとして体系化すること」が明確に示されている。 

この全体目標の達成に向けて機構が作成した現中期計画では、地層処分研究開発と

深地層の科学的研究の二つの領域を設け、他の研究開発機関と連携して研究開発を進

め、その成果を「地層処分の安全確保の考え方や評価に係る様々な論拠を支える「知

識ベース」として体系化する」とともに、「国内外の専門家によるレビュー等を通じ

て技術的品質を確保した包括的な報告書と知識ベースとして取りまとめる」という目

標が明示されている。さらに、二つの研究領域についても個別の研究開発における目

標が設定されている。 

地層処分研究開発では、工学技術の信頼性向上や安全評価手法の高度化に向けた個

別目標として、「人工バリア等の長期挙動や核種の移行等に関わるモデルの高度化」、

「データの拡充と標準的取得手法の確立」、「現実的な処分システム概念の構築手法や



 

5 

全体システムモデルの整備」、「設計、安全評価手法の深部地質環境での適用性確認」

が設定されている。また、知識基盤の整備については、「知識ベースの開発と知識管

理システムの構築」および「知識ベースを活用した地層処分技術の理解促進のための

手法開発」が設定されている。一方、深地層の科学的研究では、深地層の研究施設計

画における「中間深度（瑞浪市；地下 500ｍ程度、幌延町；地下 300ｍ程度）までの

坑道掘削時の調査研究」を通じて、「地上からの調査研究で構築した地質環境モデル

の確認と地上からの調査技術やモデル化手法の妥当性の評価」、さらに「精密調査に

おける地上からの調査で必要となる技術基盤の整備」ならびに「坑道掘削に係る工学

技術や掘削影響評価手法の適用性や信頼性の確認と最適化」が個別目標として設定さ

れている。また、地質環境の長期安定性に関する調査研究については「天然事象に伴

う地質環境の変化を予測・評価するための調査技術の体系化やモデル開発等」が設定

されている。 

本研究開発の実施に当たっては、個別目標をさらに細分化し、より具体的な到達目

標と実施内容を設定した年度ごとの詳細な計画（年度計画）が策定されている。この

年度計画には、全体計画に示されたフェーズ 2の研究開発の展開およびＮＵＭＯや安

全規制機関の技術的なニーズを踏まえて、研究開発の進捗状況の評価と課題の整理を

経た上で、具体的な実施項目（量や組み合わせなど）とその到達目標が明示されてい

る。また、本委員会に加えて、地層処分研究開発部門（以下、部門）が設置している

地層処分研究開発検討委員会、深地層の研究施設計画検討委員会、地質環境の長期安

定性研究検討委員会における技術的な審議の結果や助言などがその計画の策定や見

直しに適切に反映されている。 

以上のように、研究開発の全体目標が、成果の反映先としての処分事業と安全規制

の両面を念頭に置いて、個別の研究開発における実施内容と到達目標に至るまで合理

的に具体化・細分化され、年度計画として策定されている点は評価できる。しかしな

がら、現中期計画における個別の研究開発の目標の設定に係る背景・判断根拠やその

過程は必ずしも明確にはなっていない。例えば、深地層の研究施設計画の数値目標を、

中間深度（瑞浪市；地下 500ｍ程度、幌延町；地下 300ｍ程度）までとした合理的な

理由は現中期計画には示されていない。計画全体の妥当性はこの点まで含めて評価さ

れるべきであることから、次期の中期計画の策定に当たっては、その透明性および追

跡性に配慮することが重要である。 

本研究開発の目的や内容に照らせば、全ての項目について定量的な目標（数値目標）

を設定することは困難であり、かつ実効的であるとも言えない。それ故に、実際の地

質環境への適用性（地層処分技術の実用性）、処分事業と安全規制の両面の支援、研

究開発成果の体系化に向けた取り組みなどの観点から、研究開発の成果や進捗（達成

度）が客観的に評価できるような目標の設定が重要であると考えられるが、現行の中

期計画および年度計画は必ずしもこれを満足していない。一方、現中期計画における

国民との相互理解促進のための取り組みについては、「高レベル放射性廃棄物の処

理・処分技術の成果普及と国民の理解増進を進めるため、研究施設の一般公開や深地
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層研究の体験学習を実施する」などの簡単な記述にとどまっており、その必要性・重

要性を窺い知ることはできない。次期の中期計画および年度計画の策定においては、

処分事業と安全規制の段階的な進展のみならず、国民の理解醸成を先導する取り組み

がなされ、研究成果がタイムリーに創出されていることが十分に評価されるような目

標設定を心がけてほしい。 

 

② 目標実現可能性 

中期目標の達成に向けて、個別の研究開発における目標を設定した中期計画が策定

され、さらに、個別目標を細分化し、より具体的な実施内容と到達目標を設定した年

度計画が策定されている。全体目標を達成するための研究計画については、「① 計画

の妥当性」で述べたように、全体計画の展開およびＮＵＭＯや安全規制機関の技術的

なニーズを踏まえ、研究開発の進捗状況の評価および課題の整理を経た上で、より具

体的に設定されていることから、目標の実現が可能な内容であると評価できる。 

ただし、中期計画の達成を目指して年度計画を着実に遂行していくためには、年度

ごとの研究開発予算の確保が必要であり、業務の効率化や合理化により対応できる範

囲を超えて予算が縮小するような場合には、目標を達成できる研究計画とはなり得な

い。とくに、本研究開発の中核をなす深地層の研究施設計画は、「1．研究開発の目的・

意義」で述べたような技術的・社会的意義を鑑みれば、地質環境の不確実性や様々な

事態へ対応しつつも、設定した目標を達成しなければならない。このような状況に照

らせば、現中期計画期間における予算展開は非常に厳しく、中間深度までの坑道掘削

時の調査研究を進めるためには予算が十分ではなかったと言わざるを得ない。以上の

ことを考慮すれば、部門には、引き続き業務の効率化や合理化を図ることに加えて、

確実に予算を確保する取り組みが求められる。一方、機構としては、長期的な視点に

立って本研究開発への予算配分の最適化を図ることが必要と考えられる。 

 

③ 成果の達成度、反映先に対する十分性 

（目標に対する成果の達成度：全体） 

本研究開発における成果（平成 20 年度末までの成果および平成 21 年度末までに見

込まれる成果）は、候補サイトの地質環境特性や長期安定性を把握するための調査技

術やシナリオ評価手法とそれに係る経験、候補サイトへの工学技術の適用を支援する

ためのデータベースや知識、異なる技術オプションや選択肢の検討のための評価ツー

ルやデータベース、処分場の長期安全性の確保に配慮しつつ、安全かつ合理的に建

設・施工を進めていくための実用技術として活用することができる。このような総合

的な知識や科学技術的な基盤情報、実用性や信頼性が確認された調査・解析技術、実

用的なデータベースの公開は、処分事業と安全規制のみならず、様々なステークホル

ダーの利用を通じて、処分場の長期安全性への信頼の向上につながるものと期待され

る。また、既存の解析・評価手法などは、具体的なサイトの情報に基づき高度化を図

ることにより、立地選定段階のみならず、処分場の操業中に定期的に、あるいは社会
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の要請などに応じて安全確認を行う場合のツールとしても柔軟に活用できると期待

される。さらに、以上のような技術基盤を体系化した最新の知識ベースにアクセスで

きる知識マネジメントシステムの構築により、地層処分の安全確保に係る様々な論拠

や知識を恒常的に提供することが可能となる。 

以上のように本研究開発においては、地層処分技術の信頼性の向上および整備した

技術基盤を実際の地質環境に適用するという実用化の観点から見た場合、数多くの重

要な成果が得られてきており、さらに、わが国の地層処分計画を着実に進めるための

強固な支援体制が整備されつつある点は評価に値する。また、これらの成果は、処分

事業と安全規制の両面を支援するという観点から、客観性のある科学技術的な基盤情

報の体系的提示や深地層の研究施設における一連の技術の適用性検討などのＮＵＭ

Ｏのニーズ、ならびにデータやモデルなどの評価基盤の信頼性・客観性の向上といっ

た安全規制のニーズに十分に応えるものである。 

一方、現中期計画の個別目標に対する達成度の観点から評価した場合、後述するよ

うに、深地層の研究施設計画の数値目標を除く他の個別目標については、ほぼ確実に

達成できるものと考えられる。深地層の研究施設計画については、数値目標（瑞浪：

地下 500ｍ程度、幌延：地下 300ｍ程度）近傍までの調査研究の実施によって、例え

ば、地上からの調査に係る技術基盤の着実な整備や、坑道掘削に係る工学技術の適用

性確認などの成果が得られているものの、設定した数値目標自体には到達できない状

況にある。深地層の研究施設は、地層処分の技術基盤を整備するための場であり、地

層処分に係る国民との相互理解促進を図るための場であることを勘案すれば、掘削深

度が第一義的な目標ではない。しかしながら、前述の数値目標については、その設定

根拠が明確ではないものの、研究対象とする岩盤（地層）中において調査技術などの

適用性や信頼性を確認するとともに、国民との相互理解促進を図るための場を早期に

整備するという必要性を考慮すれば、意味のある設定であり、その達成が望まれる。 

この未達成の原因として、全体予算が縮小される中、立坑からの湧水の水質に係る

環境保全対策（排水処理施設の増強など）を講じてきたことや、瑞浪超深地層研究所

においては、基本方針において強く求められた、国民との相互理解促進への貢献を目

的とした水平坑道の整備を優先させたことにより、結果的に深度方向の進展に遅延が

生じたことを考慮しなければならない。一方、大きな不確実性を有する深地層を対象

とした研究開発においては、想定外の事象に遭遇することは決して稀なこととは言え

ない。このような事象に技術的に対処し、それを広く国民に周知できたことは重要な

実績であり、国民との相互理解促進にも寄与できたと認識され得る。また、国民との

相互理解促進にも活用できる水平坑道の整備を優先して進めるため、費用を集約して

当初計画を変更する意思決定を行った意義も大きい。今後は、想定外の事象に対して、

迅速かつ柔軟な予算措置を講ずることができる体制のより一層の整備が望まれる。 



 

8 

（目標に対する成果の達成度：知識基盤の整備） 

本研究開発の柱の一つである知識ベースの整備と知識マネジメントシステムの構

築は、着実に進展しており、設定された目標を達成することができると考える。 

平成 20 年度末までに、研究開発の成果を体系化し知識基盤として管理・継承する

ための知識ベースの整備が図られ、国内外の専門家とのワークショップや関係機関と

の情報交換などを通じて、システムの有効性や主要ユーザーの技術的なニーズを確認

しつつ、知識マネジメントシステムの構築が開始されるなど、着実な進展が認められ

る。また、平成 21 年度末までには、討論モデルおよび知識ベースの内容が拡充され

るとともに、国内外の専門家や主要ユーザーからの要望や意見を反映して機能を拡

張・改良した知識マネジメントシステムのプロトタイプが構築される。また、その公

開後は主要ユーザーの試用に供されることから、設定された目標に対する達成度を満

足すると判断できる。 

知識マネジメントシステムの開発により、各分野の最新の知識ベースにアクセスす

ることができ、地層処分の安全確保に係る様々な論拠や知識を恒常的に提供すること

が可能となる。これは世界に先駆けた取り組みとして、国内外の関係機関や専門家な

どから大きな支持と期待が寄せられており、注目に値する成果である。また、原子力

分野に限らず他の様々な分野にも広く活用できるという波及的な効果も大きいこと

から、その開発は遅滞なく進められなければならない。知識マネジメントシステムの

プロトタイプの公開後、すなわち次期中期計画においては、その維持・管理ならびに

知識ベースの継続的な拡充を図っていくことが最も重要な課題である。 

（目標に対する成果の達成度：地層処分研究開発） 

工学技術の信頼性向上および安全評価手法の高度化については、当初の目標に対し

て満足できる成果が得られている。 

平成 20 年度末までに、人工バリアの分配・拡散係数の設定を支援するための現象

論的収着・拡散モデルの開発、現実的な核種の分配係数の設定方法や熱－水－応力－

化学の時空間変化を数値実験により表現する手法などの開発、人工バリアの長期挙動

評価のための緩衝材基本特性データベース、核種の分配係数の設定を支援する信頼度

を付与した収着データベース、地下坑道掘削時における湧水抑制のためのグラウトデ

ータベースなどの整備が進められたことは、「人工バリア等の長期挙動や核種の移行

等に関わるモデルの高度化」および「データの拡充と標準的取得手法の確立」の観点

から重要な成果である。また、「現実的な処分システム概念の構築手法や全体システ

ムモデルの整備」、「設計、安全評価手法の深部地質環境での適用性確認」の観点か

らは、安全評価シナリオ構築支援ツール「FepMatrix」の開発とこれを用いた天然現

象の影響評価手法の整備、サイト条件に柔軟に対応するためのオーバーパック材料選

定オプションの検討手法の整備などに加えて、幌延深地層研究計画では、幌延の地質

環境データを用いた人工バリアの設計技術の提示、原位置での低アルカリセメントの

実用性に係る技術的根拠の整備なども着実に進められてきている。 
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平成 21 年度末までには、炭素鋼オーバーパックの寿命評価のためのデータベース

の作成、緩衝材に関する基本特性データ、核種移行データ、微生物特性データの標準

的測定方法の提案、実際の地質環境条件を考慮した現実的な処分概念に柔軟に対応で

きる総合的性能評価手法の例示、低アルカリセメントを用いた施工技術の適用性の確

認、熱－水－応力－化学連成挙動を評価するための解析手法の整備などの成果が見込

まれており、これにより当初の目標を十分に達成することができる。 

今後の課題としては、サイトの具体的な条件に対応できる人工バリアのオプション、

天然現象の不確実性を考慮した性能評価手法などのさらなる高度化が必要である。ま

た、成果としての一層の質の向上を目指すという観点からは、実際の地質環境データ

を用いた性能評価の試行といった高いレベルでの統合化に基づき、手法や技術の整備

を進めるとともに、それに係る知識を蓄積することが望まれる。 

（目標に対する成果の達成度：深地層の研究施設計画） 

深地層の研究施設計画については、平成 21 年度末までに「地上からの調査研究で

構築した地質環境モデルの確認と地上からの調査技術やモデル化手法の妥当性の評

価」、「精密調査における地上からの調査で必要となる技術基盤の整備」、「坑道掘

削に係る工学技術や掘削影響評価手法の適用性や信頼性の確認と最適化」を達成でき

ると判断できる。 

地上からの調査技術については、異なる分野の地質環境情報を統合的に解釈・解析

するための調査・評価の体系的な枠組みの整備が図られるとともに、地上からの調査

の意思決定を伴う過程における考え方や判断根拠の整理など、実際の地質環境に適用

できる調査技術の整備および知識の蓄積に係る取り組みも進められている。また、深

地層の研究施設における立坑および水平坑道の掘削を進めつつ、壁面の地質観察、ボ

ーリング孔を利用した地下水の水質・水圧観測や力学試験などを通じて、地上からの

調査研究では不可能であったスケールや分解能で地質環境データを取得することに

より、地上からの調査研究で構築した地質環境モデルの確認・更新が行われ、その結

果に基づき、地上からの調査技術やモデル化手法の見直しが図られている。一方、坑

道の掘削に伴う岩盤と地下水の性状や変化の継続的な観測により、坑道の掘削が地質

環境や周辺環境に及ぼす様々な影響に係る理解が深まるとともに、坑道設計や覆工技

術などの見直しを通じて、その後の掘削工事や湧水抑制対策などの対策工事の最適化

が図られている。また、瑞浪超深地層研究所では、平成 17 年 10 月から平成 18 年 3

月までの期間、湧水の水質に係る環境保全問題により、排水の中断、立坑の水没、排

水の再開により立坑の掘削に遅延が生じたものの、湧水対策や環境対策に係る多くの

知識やノウハウが蓄積された。以上のような地上からの調査に係る技術基盤や坑道掘

削に係る工学技術の整備・高度化、それらに係る技術的知見やノウハウの獲得は、実

際に坑道を掘削することによって実践的に達成されることから、坑道を掘削しつつ調

査研究を進めていく意義は大きい。 

しかしながら、地上からの調査技術やモデル化手法の妥当性に係る検討がなされて
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いるものの、その評価や不確実性の取り扱いの考え方が明確になっていないことなど、

今後の課題も指摘される。瑞浪超深地層研究所において、立坑に大規模な断層帯が確

認されたことや立坑の水没が生じたことは、地上からの調査研究において不確実性を

有する地質環境への対応が十分ではなかったことに起因する側面もあるため、地上か

らの調査技術やモデル化手法の妥当性を評価し、その結果を適切にフィードバックす

ることは極めて重要である。これは、「3．② 研究開発の手段やアプローチの妥当性，

③ 目標・達成管理の妥当性」で述べる本研究開発におけるＰＤＣＡサイクルの実践

ともつながる。これと併せて、調査に係る品質保証体系の整備も地上からの調査の技

術基盤の整備に向けた重要な課題であり、今後の深地層の研究施設計画における取り

組みが強く望まれる。 

一方、「瑞浪：地下 500ｍ程度、幌延：地下 300ｍ程度」という数値目標について

は、平成 21 年度末までに、瑞浪超深地層研究所では主立坑および換気立坑ともに深

度460ｍ程度まで掘削される見通しであり、幌延深地層研究所では換気立坑が深度250

ｍに達し、東立坑が深度 210ｍ程度まで掘削される見通しであることから、数値目標

自体の達成は困難である。実際には、数値目標近傍までの調査研究の実施によって、

前述のような主要な技術的成果が得られていること、ならびに基本方針の改定により

強く求められた、「研究施設の積極的な公開を通じて、国民との相互理解促進へ貢献

する」ための水平坑道が整備されたことはとくに重要であると評価できるものの、設

定された数値の意味を勘案すると、数値目標の未達成という結果をどのように説明す

るかは重要なことである。 

（目標に対する成果の達成度：地質環境の長期安定性に関する研究） 

地質環境の長期安定性に関する研究については、当初の目標に対して満足できる成

果が得られている。 

平成 20 年度末までに、活動性の低い活断層を検出するための調査技術や隆起・侵

食／気候・海水準変動に関する過去数 10 万年程度の履歴を解明するための調査技術

の開発、地下深部のマグマ・高温流体などを検出するための地球物理学的手法と地球

化学的な手法を組み合わせた最先端技術の開発に着実な進展が認められる。また、こ

れらの調査結果から推定される過去の変動に基づいて、10 万年程度の将来にわたる地

質環境の長期的な変化を予測するためのモデルの開発が進められ、平成 21 年度末ま

でには、地質環境の長期的な変化を予測するためのシミュレーション技術が整備され

る見通しである。したがって、個別目標の「天然事象に伴う地質環境の変化を予測・

評価するための調査技術の体系化やモデル開発等」を達成することができる。 

今後の課題として、地質環境の変化に伴う地質環境特性の長期的な変化を評価する

技術、超長期にわたる地質環境の変化を評価するための考え方や手法の整備に向けて、

深地層の研究施設計画や地層処分研究開発との連携を強化し、さらに、成果の統合化

を通じて高度化を図るとともに、それに係る知識を蓄積することが望まれる。 
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（成果の反映先に対する十分性／成果の国際的な水準） 

本研究開発の成果は全てが論文に直結するとは限らないため、研究開発報告書の取

りまとめや学会などにおける発表なども通じて、処分事業や安全規制にいかに活用・

反映されているかという観点が評価において重要となる。この観点から、本研究開発

について見ると、主要な研究開発成果は論文として、あるいは、国内外の学会やワー

クショップなどにおける発表を通じて公開され、国やＮＵＭＯ、安全規制機関などの

取り組みにおける基盤的な情報として活用されており、それぞれの報告書にも反映さ

れている。また、前述の信頼度を付与した収着データベースや安全評価シナリオ構築

支援ツール「FepMatrix」など、処分場の設計や安全評価に必要となる各種データベ

ースや解析ツールがＮＵＭＯや安全規制機関をはじめ国内外の関係機関や専門家の

利用に供されている。 

また、瑞浪と幌延の深地層の研究施設計画における地上からの調査研究（第 1段階）

の成果（地上からの体系的な地質環境の調査評価技術など）が、第 1段階の終了後に

速やかに報告書として公開されたように、包括的な成果は研究開発報告書として取り

まとめられ、処分事業などの段階的な進展に先行して公開されている。さらに、現中

期計画期間における本研究開発の成果は、知識マネジメントシステムのプロトタイプ

を通じて最新の知識ベースを柔軟に利用できる省エネ型次世代報告書（CoolRep 方式）

を用いて、セーフティケースを念頭に統合され、「CoolRep H22」としてウェブ上に公

開される予定となっている。これは、地層処分の知識基盤を体系化し、事業期間を通

じて継続的に提供していくための新しいアプローチとして高く期待できる。 

主要な研究開発成果については、国際会議などでの発表、国際共同研究や国際プロ

ジェクトへの参画などを通じて、国外の専門家による高い評価を受けており、国際的

な課題に対する取り組みにも大きく貢献している。例えば、信頼度を付与した収着デ

ータベースの開発や堆積岩（間隙水）を対象とした地球化学調査の品質保証体系の整

備は世界初の試みであり、既に国外の関係機関の利用に供されている。また、知識マ

ネジメントシステムの開発は世界に先駆けた取り組みとして、各国の関係機関や専門

家などから大きな支持と期待が寄せられている。このように、本研究開発は国際的に

も高いレベルにあると言える。 

このような状況にもかかわらず、国際的なリーダーシップが十分に発揮されている

とは言い難く、これは、研究開発成果の対外的なアピールの拙さにも原因があると考

えられる。また、査読付きの論文に加え、英語の論文や研究開発報告書の発表件数は

必ずしも多いとは言えない。これは本分野の有する課題が、従来の要素還元型の研究

開発とは異なりシステム構築型であるため、前述のように、個々の研究開発成果とし

て論文化しにくいという事情を考慮すると理解できるものの、本研究開発の品質や国

際的な位置づけを向上させる観点から、今後は、研究開発成果の公開の仕組みづくり

などを含めた積極的な取り組みが期待される。その際、重要なことは論文の内容や品

質、公開のタイミングなどであって、件数だけが目標あるいは評価の対象とならない

ように留意すべきである。 



 

12 

④ 人材養成・知的基盤整備 

本研究開発においては、「③ 成果の達成度、反映先に対する十分性」で述べたよう

に、処分事業と安全規制の両面を支援する数多くの成果が得られていることから、関

連する分野に相応の波及効果をもたらしているものと判断される。人材養成の観点か

らは、本研究開発の成果は、機構内部における職員の知識や技術力の向上に寄与する

ばかりでなく、機構外部においても、当該分野の将来を担う人材（学生）や原子力に

携わる技術者を対象とした専門的実務教育（大学・大学院の講義など）に活用されて

いる。とくに、知識マネジメントシステムについては、処分技術 WG 報告書において

も指摘されているように、「処分事業を技術的に支援するシステムであるとともに、

人材育成の観点からも重要」であり、「地層処分についての予備知識の乏しい若い研

究者が地層処分を勉強する機会として活用する」ことが強く期待される。また、本研

究開発において整備・拡充を進めている研究施設は人材養成のためのフィールドとし

て活用されている。 

一方、本研究開発の成果は、知的基盤整備の観点からも極めて有用なものであり、

その波及効果は大きいと言える。本研究開発において、国内外の知見と本研究開発全

体の成果を体系化しつつ整備が進められている知識ベースには、本研究開発を通じて

得られた経験・ノウハウ（暗黙知）や方法論などがルールまたは事例として取りまと

められる。これを知識マネジメントシステムにより適切に管理・利用することにより、

知識や技術の継承が進み、とくにＮＵＭＯへの円滑な技術移転に大いに役立つと期待

される。 

今後、より一層の波及効果を期待するためには、ＮＵＭＯや安全規制機関の様々な

レベルのニーズを踏まえながら本研究開発（例えば、知識マネジメントシステムの整

備）を進め、その成果を広く公開し、積極的にアピールしていくような工夫が必要で

ある。また、本研究開発によって整備される知識や技術が処分事業や安全規制に適切

に継承されていくためには、必要とされるスキルを把握し、将来的に第一線で活躍す

ることを念頭に置いた継続的な人材養成に努めるだけでなく、計画的な人材確保も求

められる。とくに、機構は中核的な研究開発機関であることを考慮すると、たとえ厳

しい予算状況であっても、様々な経験に基づく幅広い知識と専門性を有する人材を確

保・維持するとともに、若手の人材を継続的に採用・育成していくことを通じて、様々

な経験を有する人材の知識や技術を適切に継承し、現有の技術力を維持・発展させて

いかなければならない。この点については、機構としての一層の努力に期待したい。 

 

⑤ 次期計画の見通し 

次期中期計画については現在、検討が進められており、子細な評価ができる段階で

はない。しかしながら、その検討に当たっては、処分事業と安全規制へ有効に活用さ

れるべく本研究開発の先導的かつ着実な実施、ＮＵＭＯや安全規制機関へのタイムリ

ーかつ円滑な技術移転、国民との相互理解促進への貢献の強化を念頭に置いていると

いう点では適切であると言える。また、現中期計画における本研究開発の成果を踏ま
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えて、処分場の設計や安全評価に必要な実用的データベース・解析ツールの整備、深

地層環境の深度（瑞浪：深度 500ｍ程度、幌延：深度 350ｍ程度）までの調査研究を

通じた精密調査の技術基盤、処分概念の構築手法や総合的な安全評価手法の整備、精

密調査を念頭に置いた天然現象に伴う地質環境の変化の予測・評価手法の整備を進め、

研究開発成果に基づく知識ベースとしての体系を充実させいくという方向性は、本研

究開発の進展（現中期計画から次期中期計画への展開）を受けて、さらに、平成 20

年代中頃の精密調査地区選定に備えていくという観点からも適切である。 

次期中期計画期間においては深地層の研究施設計画は第 3段階に入り、水平坑道な

どを活用した原位置試験などを通じて地層処分に関連する様々な技術を実証するこ

とが求められる。それを実践するための場として、法定要件である地下 300ｍ以深で、

かつ地層処分の環境を模擬できるような水理学的、地球化学的、力学的条件などが確

保できる地質環境であることは重要な意義を有している。このような地質環境条件下

で精密調査の技術基盤を整備することにより、その信頼性がより一層向上することが

期待される。したがって、この研究の場を確保するという目的において前述の数値目

標が設定される点は明確に示されなければならない。 

今後、次期中期計画の策定、さらには具体的な到達目標と実施内容の設定とそれに

基づく年度計画の策定においては、平成 24 年度頃までの全体計画フェーズ 2 におけ

る目標やＮＵＭＯが明示する新たな技術開発ニーズを考慮することが不可欠である。

また、今般、原子力安全・保安院のニーズが明確にされたことから、サイト調査結果

の妥当性を判断するための指標や、安全審査に向けた基本的考え方などの策定に必要

となる情報を整理し、本研究開発の計画を吟味していくことも必要である。その上で、

政策評価部会報告書において求められている「研究開発機関からＮＵＭＯへの技術移

転の進め方や適切な仕組み」や「ＪＡＥＡにおける技術移転を念頭においた長期的な

人材交流」についても具体的に検討していくことが肝要である。さらに、本評価書に

記した今後の課題や改善点などへの配慮も期待したい。 

一方、国民との相互理解促進の観点からは、地層処分に対する理解が期待通りに進

んでいない昨今の状況を勘案すれば、現中期計画にもましてその取り組みの強化を図

ることが必要である。とくに整備が十分に進んでいない幌延深地層研究所の西立坑お

よび水平坑道の建設と国民が体験するための環境整備が急務であると言える。繰り返

しになるが、研究開発計画の着実な遂行のためには予算の確保が必要である。次期中

期計画の策定にあわせて、確実に予算が確保できるように、部門として、さらに機構

として最大限の努力を払うべきである。 
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3．研究開発実施体制（研究開発の効率性） 

① 実施体制の妥当性 

（研究開発の実施体制：全体） 

部門では、東海、東濃、幌延に分散した研究開発ユニット（以下、ユニット）の特

徴を活かしつつ研究開発が進められており、部門内および研究開発拠点（以下、拠点）

との間で設置した会議体において、情報の共有、計画や成果の評価、課題の解決、意

思決定などが行われている。また、国内外の関係機関や大学などとの連携・協力を通

じて、知識や技術の有効活用や成果の体系化などが効果的に図られている。さらに、

本研究開発の実施内容や成果については、学識経験者などから成る委員会などが設置

され定期的に評価・確認されており、全体として本研究開発を推進する体制は適切で

ある。ただし、部門全体として、第２次取りまとめ策定当時のような一体感が希薄に

なっていることは否めない。これは、研究開発成果の集約によって、わが国における

地層処分の技術的信頼性を提示した第２次取りまとめ以降、地層処分に関連する様々

な技術の実用性や信頼性の向上を目指して、本研究開発のユニット単位でのプロジェ

クト化が進んだためと考えられる。また、ユニット間の連携やユニットと拠点（研究

開発と深地層の研究施設の建設）との連携も十分に図られているとは言えず、それが

本研究開発の推進に少なからず影響を及ぼしていることも否定できない。今後は、部

門全体としてより一層の情報共有を図るとともに、例えば、結晶質岩を対象とした調

査・評価の技術基盤の整備を目指して東海と東濃、同じく堆積岩を対象として東海と

幌延といった有機的かつ実効的な連携・協力の強化を図り、整備した技術基盤や蓄積

した知識を部門全体として知識マネジメントシステムに統合していく姿勢を示すこ

とが大切である。 

本研究開発における品質保証・管理については、本委員会、部門が設置している検

討委員会や専門委員会における評価などに加えて、本研究開発の実施側（部門）にお

いて、調査研究の透明性と追跡性に留意して、成果の信頼性を保証するための方策を

体系的に整備することを期待する。 

（研究開発の実施体制：部門内体制） 

部門においては、東海、東濃、幌延に分散した 3ユニット、ならびに 3ユニットを

横断する研究開発計画の立案と推進、成果の知識化や関係機関との調整などを目的と

して設置されたユニットを部門長・副部門長が束ねるという体制になっている。本研

究開発に係る主要な事案の審議や意思決定は、部門運営会議および研究計画会議にお

いて行われ、拠点を中心に進められている研究施設の建設や安全管理、地元対応や広

報活動などは、拠点－部門連絡調整会議などにおいて調整が図られている。本研究開

発の中核をなす深地層の研究施設計画については、研究開発の効率的かつ効果的な推

進を目的として部門内での人的交流（支援）が図られている。例えば、現中期計画期

間における幌延ユニットへの他ユニットからの異動は延べ 11 名であり、今後ともよ

り積極的かつ施策的な人的交流が期待される。また、今後の CoolRep H22 の取りまと
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めや深地層の研究施設のさらなる整備に向け、役割分担をより明確にしつつ、部門全

体として有機的に連携・協力を図ることができる体制づくりに努めていくことが肝要

である。 

（研究開発の実施体制：評価体制） 

本研究開発の実施に当たり、部門内に学識経験者などから成る地層処分研究開発検

討委員会、深地層の研究施設計画検討委員会、地質環境の長期安定性研究検討委員会

が設置され、特定のテーマに関する専門委員会やワークショップ、国内外の関係機関

との技術検討会議などが適宜開催されているなど、本研究開発の実施内容や成果の品

質について、第三者からの技術的評価を受ける体制が整備・運用されている点は評価

できる。また、本委員会では科学技術的のみならず社会的な視点も含め、本研究開発

を多角的に審議・評価する役割を果たしてきている。これらの委員会にはＮＵＭＯや

安全規制の関係機関の専門家も加わっており、処分事業と安全規制のそれぞれの視点

で評価が行われている。しかしながら、研究開発における品質保証・管理は、調査研

究を実施する一人ひとりの研究者から始めなければならない課題である。この観点か

ら、個別の調査や解析における透明性と追跡性の確保を目指した品質保証・管理方策

を整備・体系化しておくことが重要である。また、「2．③ 成果の達成度、反映先に

対する十分性」で述べたように、研究開発成果のより積極的な公開を通じて、その品

質の確認・評価を進めていく取り組みを継続することが必要である。 

（研究開発の実施体制：連携・協力体制） 

国内外の関係機関や大学などとの連携・協力については、双方が有する知識や技術、

研究施設などの有効活用や研究開発成果の体系化が進められており、本研究開発の国

際的なレベルの維持が図られていると判断できる。また、ＮＵＭＯや安全規制機関に

ついても、協力協定に基づく技術協力や人的交流が継続されている。平成 19 年度か

らは幌延深地層研究計画において原子力安全基盤機構および産業技術総合研究所と

の共同研究が進められており、今年度にはＮＵＭＯの 2010 年技術レポート取りまと

めの技術的支援が開始された。このような連携・協力の取り組みが、ＮＵＭＯや安全

規制の関係機関の技術力の向上・強化に大きく貢献していると考えられる。今後は、

前述の連携・協力体制が強化され、本研究開発がより効率的かつ効果的に推進される

とともに、それを通じて地層処分に携わる人材の養成やオールジャパンとしての技術

力の向上が図られることに期待したい。また、技術交流や人材交流の中身が充実し、

それがＮＵＭＯや安全規制機関への円滑な技術移転につながることを強く期待する。 

 

② 研究開発の手段やアプローチの妥当性 

（研究開発の実施手段） 

本研究開発は、部門の研究者が自ら実施することが基本となっているものの、関係

機関が有する、あるいは他分野における最新の知見や技術を本研究開発に有効活用で

きると判断される場合や、より効率的な実施が期待できると判断される場合などには、
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本研究開発の一部が国内外の関係機関や大学、民間企業との共同研究や委託研究など

として実施されている。また、平成 19 年度からは、全体計画の中で示された工学的

な視点に重点をおいた技術開発や要素技術の高度化に係る課題について、資源エネル

ギー庁からの受託事業として実施されており、この取り組みと併せて、調査評価技術

の体系化や実用化が進められている。このように、機構外の研究資源の有効活用を図

りつつ本研究開発を着実に進めるという研究開発の実施手段は適切であると評価で

きるが、一方で、全体予算の圧縮により純粋な研究開発が縮小傾向にある点は問題視

すべきである。これを補完するために、前述の受託事業などの外部資金の導入が図ら

れたものの、部門の人材と研究施設がそれらの研究に活用される割合が高くなったた

めに、科学的な視点での研究開発が沈滞化してしまうことが懸念される。この問題も、

予算と人材の確保に帰着することとなるが、業務の効率化・合理化や実施体制の見直

しにより改善が図られると期待する。 

（研究開発のアプローチ） 

本研究開発は、現中期計画の個別目標を細分化し、より具体的な到達目標と実施内

容を設定した年度計画に基づいて展開されている。具体的には、ＰＤＣＡサイクルが

実践され、年度当初における計画策定→年度計画に基づく個別課題の実施→年度途中

での進捗状況の確認→評価結果に基づく計画の見直し→年度末における成果の評価

→評価結果を反映した次年度計画の策定、という流れが明確になっている。 

研究開発の品質ならびに信頼性の向上という観点からは、前述のＰＤＣＡサイクル

における、Check（進捗状況の確認や成果の評価）および Action（評価結果に基づく

研究計画の見直し・策定）がとくに重要である。このうち、進捗状況の確認や成果の

評価は、機構および部門として、さらに、本委員会ならびに部門が設置している三つ

の検討委員会を通じて適切に実施されている。一方、評価結果などは研究計画の見直

しや策定に反映されていると判断されるものの、その際の考え方や反映された結果が

必ずしも明確に示されてはおらず、結果的に本研究開発が淡々と進められているとい

う印象は否めない。本研究開発における次の年度や計画への展開の妥当性を明確に示

していくためには、とくに意思決定を伴う過程における考え方や根拠、必要な情報、

判断の結果について、透明性および追跡性をより一層高めていくことが求められる。

これらについては、今後の本研究開発の中で確実に実施されることを強く期待する。 

深地層の研究施設計画の3段階および各段階の調査ステップにおける次の段階およ

びステップへの展開は、多くの場合において年度単位のＰＤＣＡサイクルとは整合し

ない。深地層の研究施設計画は処分事業とは明確に区分されるものの、その段階的な

展開は処分地選定に向けたサイト調査の展開と調和的な部分も多いことから、段階単

位あるいは調査ステップ単位のＰＤＣＡサイクルの実践において、意思決定に至るま

での過程や考え方、判断の根拠などを明確にすることにより、実用的な知識基盤を整

備することができると考えられる。実際に深地層の研究施設計画の地上からの調査研

究（第 1段階）においては、例えば、超深地層研究所計画（瑞浪）では、既存情報の

調査からボーリング孔間での調査に至る五つのステップでＰＤＣＡサイクルが「繰り
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返しアプローチ」として実践されている。これによって、地層処分にとって重要な地

質環境特性やプロセスが効率的に理解され、その理解度と調査の種類・質との関係性

が事例的に示されるなど、その実践を通じて蓄積した技術的知見やノウハウが知識基

盤の整備に大きく寄与している。このような実績を有しているにもかかわらず、現在

の坑道掘削時の調査研究においては、その展開に即したＰＤＣＡサイクルが必ずしも

明示的な形で実践されていない。この点についても今後、確実に改善されることを強

く期待する。 

 

③ 目標・達成管理の妥当性 

本研究開発における目標の達成状況については、「② 研究開発の手段やアプローチ

の妥当性」で述べたようにＰＤＣＡサイクルの実践の中で管理されている。部門にお

いては、機構全体として理事長が実施するＰＤＣＡサイクルに加えて、部門長が実施

する部門独自のＰＤＣＡサイクルが運用され、設定された目標に対する達成度や課題

などが定期的に評価されるとともに、その結果が研究計画の見直しや策定に反映され

ている。また、本委員会ならびに部門が設置している三つの検討委員会において、専

門的かつ多角的な視点からの評価が行われており、これによって自己評価結果の妥当

性が確認されている。このように、研究開発目標の達成に向けてＰＤＣＡサイクルに

基づく自己評価や外部評価の仕組みが整備され、継続的に運用されている点は評価で

きる。しかしながら、「2．① 計画の妥当性」で指摘したように、本研究開発の成果

や達成度については、客観的な目標設定や定量的な評価基準を設定することが困難な

内容も多い。そのため、Check（進捗状況の確認や成果の評価）が曖昧で感覚的にな

る傾向は否定できず、その結果が Action（評価結果に基づく研究計画の見直し・策定）

に効果的に繋がり難い一面がある。今後、自己評価・管理の実効性を高めていくため

には、評価の考え方、視点や基準などをできるだけ明確化する工夫が必要である。 

 

④ 費用対効果の妥当性 

本研究開発は、中長期的な基盤研究開発として継続的に展開されるべきであり、地

層処分技術の信頼性の向上を図り、処分事業と安全規制の両面を支える知識基盤を整

備するという使命を有している。このような位置付けを考慮すると、本研究開発に限

定した費用対効果を評価することは困難であり、むしろ、短期的な費用対効果を論ず

るよりも、中長期的な視点に立って本研究開発がもたらす効果を評価することの方が

重要である。 

現中期計画期間においては、深地層の研究施設計画が数値目標自体には到達できな

い状況にあるものの、「2．③ 成果の達成度、反映先に対する十分性」に詳述したよ

うに、目標近傍までの調査研究によって相応の成果が得られていると判断でき、これ

以外の個別目標については設定された目標を満足する成果が得られている。その結果

として、概要調査段階において処分事業と安全規制が必要とする技術基盤（地質環境

の調査評価技術、処分場の建設・施工のための実用技術、安全評価の検討に必要なツ
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ールやデータベースなど）は十分に整備されてきており、精密調査段階に必要となる

技術基盤についても着実に整備が進んでいる。加えて、この技術基盤が最新の知識ベ

ースとして体系化されるとともに、知識マネジメントシステムの構築により、恒常的

な支援体制が整備されようとしている。これらの成果は国際的にも高いレベルにあり、

処分事業と安全規制の両面を支援するだけでなく、国民との相互理解の促進にも貢献

するものである。また、本研究開発を通じた連携・協力の取り組みが、ＮＵＭＯや安

全規制機関の技術力の向上に貢献しているなどの効果を勘案すれば、総じて費用対効

果（中長期的な視点で本研究開発がもたらす効果）は十分なレベルにあると評価でき

る。 

 

⑤ 情報発信、国民との相互理解の促進 

地層処分に関する国民との相互理解の促進は、事業者ならびに国（資源エネルギー

庁）が主体的に取り組むべき課題であり、機構にはその取り組みを側方および後方か

ら継続的かつ強力に支援する役割が求められている。具体的には、基本方針に示され

ているように、「最終処分の安全性、信頼性について、分かりやすい情報発信に努め

るとともに、深地層の研究施設等においては、当該研究施設や研究開発の内容の積極

的な公開等を通じて、特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民との相互理解促進に

貢献していくこと」が重要である。この観点から、「1．研究開発の目的・意義」で

も述べたように、深地層の研究施設は極めて重要な役割を有している。国民が地下深

部の環境を実際に体験・学習することは、わが国の地層処分計画の進展に欠くことの

できない「地層処分の安全性に対する理解」を深めることにつながる。また、深地層

の研究施設計画を含め、本研究開発が（国の基盤研究開発として）が着実に進展して

いる姿を対外的にアピールすることも、国民の理解を醸成するための一つの鍵となる。 

前述の役割を踏まえ、本研究開発においては、研究施設への見学者の受け入れ、公

開の報告会や情報交換会などの開催、学生・一般向けのセミナー、地域住民への広報

誌の配布、ホームページやマスメディアを通じた情報発信などが継続的に行われてお

り、また、資源エネルギー庁が主催する地層処分説明会「全国エネキャラバン」など

への支援も積極的に行われている。具体的には、研究施設への見学者の随時受け入れ

や、瑞浪および幌延での毎月 1回の施設見学会、地元自治体や地域住民を対象とした

定期的な報告会や説明会などが開催され、深地層の研究施設の現状や研究開発の計

画・成果などに関する意見交換が図られている。実際に、研究施設への見学者を対象

としたアンケート調査によれば、多くの方が地層処分に対する安心感が高まったと回

答しており、その割合は地下坑道を見学した場合がそうでない場合に比べて 2倍も高

いといった結果が得られている。また、瑞浪および幌延の深地層の研究施設計画にお

ける地上からの調査研究の成果や知識マネジメントシステム開発の現状などをテー

マとした公開の報告会などが節目ごとに開催され、主要なユーザーや関係者のみなら

ず、多くの国民の参加の下、活発な意見交換が図られている。このような継続的な取

り組みにより、平成 20 年度は、瑞浪および幌延の深地層の研究施設への見学者総数

が 5千名を超え、ホームページへのアクセス件数が全体として約 586 万件にも上って
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いるなど、その取り組みの効果が数字としても現れてきている。さらに、様々な手段

を用いて、より多くの機会を設け、より多くの国民に情報を発信することを心がける

とともに、国民の関心が高い情報を適切なタイミングで公開して、学習・体験ツール

などを用いて分かりやすく説明するなど、その透明性や内容についても一定の改善が

図られてきている。 

以上のように、現中期計画期間を通じて、国民との相互理解に向けた取り組みが地

道に継続されているものの、大局的に見れば、国民の理解を十分に得て処分事業を進

展させるまでには至っていないのが現実である。一方、中長期的な視点に立てば、現

中期計画期間において、国民が地下深部の環境を実際に体験・学習できる場（深地層

の研究施設の水平坑道）がようやく整備されたことから、今後、新たに整備される水

平坑道とも併せて、その場を活用した国民との相互理解活動を本格的に実施していく

ことができるようになった。このような現状を踏まえれば、今後は深地層の研究施設

の見学の機会を増やすことはもちろんのこと、エントリーやクオリティなどの研究施

設をより効果的に活用し、本研究開発の成果のみならず、地層処分の必要性や安全性

についても、より分かりやすく説明するなど、その内容について工夫していくことが

必要である。その際、国やＮＵＭＯとの連携・協力を視野に入れて、より効率的かつ

効果的な手法を模索していくことや、同様の取り組みを行っている関係機関との役割

分担を明確にして、より効率的に活動を進めていくことが肝要である。また、政策評

価部会報告書において「研究開発や技術開発の推進に当たっては、それらの全体像を

示した上での、技術的課題に対する取組の進捗状況や将来の見通し等について分かり

やすく国民へ説明していくこと」が求められている状況なども踏まえて、機構として

の説明責任を果たしていかなければならない。さらに、幌延に新たに建設された国際

交流施設などを積極的に活用した国際会議やイベントなどの開催を通じて、積極的な

取り組みの姿勢をアピールするとともに、さらなる理解醸成を図っていくことなどに

も引き続き努力してもらいたい。また、地層処分はわが国の原子力平和利用にとって

不可欠な課題であることから、機構に対しても、広報関係部署のより一層の努力を期

待したい。 
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4．その他 

① 副次的な効果に関する評価（多分野への応用や貢献） 

本研究開発においては、地層処分の長い事業期間における情報の爆発的な増加と多

様化、経験を積んだ専門家の退職などによる知の喪失などに対応するために、知識マ

ネジメントシステムの開発が進められている。このような問題は地層処分に限ったこ

とではなく、他の様々な分野においても同様の事態が想定され得る。このため、本研

究開発において構築した知識マネジメントシステムは、それらの分野にも広く応用で

きるものと期待される。また、知識マネジメントシステムの中の討論モデルは、ある

主張の根拠となる様々な論証と、その論証に対して考え得る反証との連鎖が表現され

るため、国民との相互理解に向けたＱ＆Ａや広報の素材としての活用も期待できる。

さらに、知識マネジメントシステムでは、必要とする知識をデータや参考文献などの

関連情報と合わせて体系的に引き出せることから、これを大学の授業などの教育活動

に応用することも可能である。 

本研究開発で得られた知識マネジメントシステム以外の成果についても、幅広く活

用・応用することができる。例えば、各種のデータベースや品質保証体系などは、教

育や学術的な研究に限らず、学会による標準化の取り組みなどにも大きく貢献するも

のである。地質環境の調査評価技術は、重要施設の建設に先立つ断層調査や CO2地下

貯留のための地質環境調査などに活用でき、地下施設の設計・施工技術は地下発電所

やトンネル工事などに応用できる。総じて、本研究開発においてこれまでに得られた

成果は、多くの副次的な効果をもたらすものとして評価できる。今後は、その効果が

関係者にとどまらず広く国民の目にも見えるように、ひいては本研究開発や地層処分

に対する理解が深まるように対外的なアピールの方法を工夫していくことが重要で

ある。 
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5．総合評価 

① 上記各項目の評価を踏まえた総合的な判断 

わが国における高レベル放射性廃棄物の地層処分の実現という目標に向けて、機構

がその中核的役割を担いつつ、国の基盤研究開発として進めている本研究開発の位置

付けは明白であり、また、地層処分技術の信頼性の向上、処分事業および安全規制の

両面を支える知識基盤の整備、国民との相互理解促進への貢献の観点から、その科学

的・技術的・社会的意義も極めて大きい。本研究開発の必要性については、改めて論

ずるには及ばない。 

本研究開発においては、現中期計画期間（平成 17 年 10 月～平成 22 年 3 月）にお

いて設定された全体の目標に対して、全体計画の展開とＮＵＭＯや安全規制機関の技

術的なニーズを踏まえて、年度単位の具体的な実施内容と到達目標の設定が適切にな

され、研究開発予算が縮小される厳しい状況の中で、設定された目標を概ね満足する

成果が得られてきていると判断できる。しかしながら、想定外の事象や予算の不足に

より深地層の研究施設計画が数値目標を達成できない状況に至ったことには懸念を

表する。これまでに整備を図ってきた実用化に向けた技術基盤や、平成 22 年 3 月に

公開予定の現中期計画の成果報告書（CoolRep H22）、最新の知識ベースおよび知識マ

ネジメントシステムのプロトタイプなどは、国際的に見ても高い水準にある。これら

の成果は、地層処分技術の信頼性の向上、処分事業および安全規制の両面の支援に限

らず、国民との相互理解の促進、人材の養成やオールジャパンとしての技術力の向上、

さらには他の様々な分野における活用・応用など多面的な効果をもたらすものである。 

本研究開発のマネジメントについては、今後、改善すべき点はあるものの、部門内

および国内外の関係機関などとの連携・協力体制や、ＰＤＣＡサイクルに基づく本研

究開発の実施および評価の仕組みが整備され、継続的に運用されている点は適切であ

る。一方、深地層の研究施設における水平坑道の整備や様々な手段を用いた情報発信

など、国民との相互理解促進への取り組みは継続されているものの、国民の理解を十

分に得て処分事業を進展させるまでには至っていない状況にある。 

以上のような状況を踏まえ、次期中期計画（平成 22 年 4 月～平成 27 年 3 月）につ

いては、今後、具体的な議論が行われることになるが、処分事業と安全規制を技術的

に支援すべき本研究開発の先導的かつ着実な実施、ＮＵＭＯや安全規制機関へのタイ

ムリーかつ円滑な技術移転、さらに、現中期計画にもまして国民との相互理解活動の

強化を念頭に置いて検討が進められているという点で適切である。今後の本研究開発

は、「②今後の研究開発に向けた提言」で示すような諸点に留意して着実に進めてほ

しい。 

 
② 今後の研究開発に向けた提言 

長期にわたる処分事業を円滑に進めていくためには、今後とも国が責任をもって技

術基盤の継続的な強化を図り、国民の信頼を得ながら、段階的な意思決定の手順を踏
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んでいく必要がある。その中で、機構は中立公正な中核研究開発機関として、深地層

の研究施設計画を中心とする基盤的な研究開発を着実に進め、得られた成果を処分事

業や安全規制を着実に進めるための知識基盤として提供していく使命を有している。

また、研究施設や研究成果の公開を通じて、国民との相互理解促進に貢献していくこ

とも機構の重要な役割である。わが国の処分事業は、今まさに正念場にあり、国、Ｎ

ＵＭＯ、電気事業者が、処分候補地の確保を目指して全力で取り組んでいるところで

ある。研究開発機関においては、このような取り組みを強力に支援するとともに、処

分候補地の選定が計画どおりに進むことを前提に、概要調査や精密調査の段階を支え

るべき技術基盤や支援体制を万全に整備しておく必要がある。そのためには、地質環

境の調査から安全評価までを一気通貫で実施できる、層の厚い人材と研究施設を有す

る機構の総合的技術力の維持・強化が不可欠である。 

「① 上記各項目の評価を踏まえた総合的な判断」に述べたように、現中期計画期

間を通じて、深地層の研究施設計画をはじめとする研究開発は一定の進展をみた。た

だし、深地層の研究施設の整備に伴い施設経費が増加する中、全体の研究開発予算が

圧縮されてきたため、純粋な研究開発は縮小・鈍化する傾向にある。その一方で、機

構本来の研究資源（人材と研究施設）が受託研究や共同研究に活用される割合が高く

なってきている。このような外部資金の活用は、機構の研究開発を補完するうえで有

効ではあるが、それだけでは、機構が本来的に果たすべき技術の体系的な整備や科学

的視点に立った創造的な研究開発が停滞してしまう。また、その結果として、機構が

長年にわたって培ってきた総合的で厚みのある技術力が軽薄化・陳腐化していくこと

が懸念される。このような傾向に歯止めをかけ、施設、人材、予算からなる研究開発

の基盤をバランス良く、着実に整備・強化していけるよう、適切な対処が望まれる。 

次期中期計画においては、平成 20 年代中頃の精密調査地区選定に備えて、深地層

の研究施設を本格的な研究の場である深地層環境の深度（瑞浪：深度 500ｍ程度、幌

延：深度 350ｍ程度）まで展開しながら、地質環境の調査や現実に即した処分システ

ムの設計・安全評価などに必要となる技術の基盤を確実なものとし、それらを誰もが

活用できる知識基盤として整備していくことが重要である。また、長期にわたる処分

事業を支えていくための人材の養成や技術の移転、国民・社会への情報発信、理解醸

成への配慮も必要である。このような幅広い観点から日本の処分事業を支えていくた

めには、受託研究などの個別の研究テーマに特化されない機構独自の研究資金を十分

に確保し、中長期を見据えた全体戦略と計画性をもって、かつ状況に応じた柔軟性を

もって総合的に研究開発を進めていく必要がある。これにより、処分事業と安全規制

の段階的な進展や国民との相互理解の促進を先導する研究成果をタイムリーに創出

しながら、機構の総合的技術力をさらに研鑽していくことに留意すべきである。 

 

以 上 


